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II．企業の公的 担 

１．企業課税の概要 

1 企業 担する税 

国税 

a. 法人税 

株式会社 公開 相互保険組合 協 組合 団法人 投

資信 等 課税対象 非営利法人 商業活動 行 い 非課税 あ

構 員 対 個人所得税 課 企業所得 対 段階

進税率 設定 20 万 20％ 超え 25％ い 外

国企業 あ ン 業活動 い 限 課税対象  

法人税 資本参加免税制度 ン 制度 特徴的 制度 整備

い  

 

b. 付加価値税 

課税 業者 商業活動 行う 業者 輸入業者 個人業者 含  

標準税率 21％ あ 6％ 軽減税率 適用 1968 売 税法 Turnover 

Tax Act 表 1 化 い 食料 薬品 水 本 雑 新聞 公共交通

映画館 博物館 舞 芸術 ン 入場料等  

銀行 保険 特定 免除 輸入品 CIF 価格+関税+物品税 課

税 い  

 

c. 配当源泉税 

資本参加免税制度 適用 場合 除 支払配当 対 15％ 源泉税 課

い  

 

d. 譲渡税 

ン 国 動産 得 際 課 動産 市場価格あ い 売買価格 大

い方 ％ 支払う 宅 関 ％ 軽減  

 

e. 物品税 

EU指 製品 鉱物油 対 物品税 課 い  

 

f. 特 消費税 

炭酸飲料 果 菜飲料 非 飲料 対 課税
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g. 環境税  

環境税 課税 実施 い  

1 水 水税 

2014 6 30日 水 使用 0.33 /㎥ 適用 2014 7 1日

降 う 改定  

 

水 使用 ㎥  税 ( /㎥) 

0～300 0.33 

301～50,000 0.40 

50,001～250,000 0.36 

250,001～1,250,000 0.26 

1,250,000 0.05 

 

2 石炭税：14.27 /1,000kg 

3 廃棄物税 2014 4 1日 ：17 /1,000kg 

4 調整税 

電気 消費 応 需要家 課税   

 

 使用  税 ( ) 

然  5,000㎥  0.1894 

 5,000～17万㎥ 0.1894 

 17万～100万㎥ 0.00446 

 100万～1,000万㎥ 0.0163 

 1,000万㎥超 0.0117 

電気 1万 kWh  0.1185 

 1万～5万 kWh 0.0437 

 5万～1,000万 kWh 0.0115 

 1,000万 kWh超 0.0005(企業) 

  0.0010(一般家庭) 

 

h. 自動車特 税  

1 自動車 録税(BPM) 

酸化炭素排出 販売価格 燃料 種類 使用 税率 異   

2009 1 1日 新 使用 開始 ン ン車 場合 酸化炭素排出

70g/km 燃料車 場合 88g/km あ 自動車 録税 免除  

 

2 自動車税(MRB) 

税率 自動車 使用燃料 種類 異 ン ン車 場合 酸化

炭素排出 50g/km 燃料車 場合 50g/km あ 自動車税 2015

免除  
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州税 

ン 州 地方自治体 所得 課税標準 地方税 在 い  

州 独自 徴 源 自動車税 自動車 や州 異 限

 

州 自動車税 opcenten   

州 自動車税 国 自動車税 乗 形式 課税 州議会 決定 国

形 い 税率 一定 範 個々 州 決定 い 徴

国 実施 い  

 

地方税 

地方自治体 税 9 割 固定資産税 あ 樹木伐採許 税

水 処理税  

地方自治体 固定資産税 onroerende zaakbelasting  

地方自治体 動産所 者 使用者 課税 税率 地方自治体 一定 基準

範 決定 固定資産税法 所 者 税率 使用者 税率 125％ 超え

い 規定 い 居 用建物 非居 用建物 税率 20％ 差 設

い い 市 2014 税率 居 用建物 0.1280% 非

居 用建物 所 者 0.3186％ 使用者 0.2529％ い   

 

水管理組合 水利税  

水管理組合 水 使用 対 課税  
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2 企業税制上の特徴 

 

ン 経 省企業誘致局 NFIA 資料“Why Invest in Holland?“ ン 企

業税制 特徴 優遇措置 挙 い 33
 

○EU 諸国 中 比較的 い法人税率 25％ 課税対象 最初 200,000

20％  

○税務当局 合い 税務 扱い 前 確定 前税務裁定制度

(Advance Tax Ruling) OECD ン 沿 移転価格基準 前

ン 協定 APA：Advance Price Agreement  

○資本参加免税制度 Participation Exemption  

○法人税 実効税率 5％ ン 制度 

○適格 R&D 活動 関 賃金 対 税 除 WBSO R&D 運営

R&D資産 対 税 除 RDA  

○環境対策関連投資 税 除措置 MIA/Vamil  

○持 能 関 税 除 EIA  

○税務連結体制度 Fiscal Unity 企業 税務連結 ン 企業間

自由 損益 相殺 能  

○損失 繰越 9 繰戻 1 能 

○租税条約 ワ 配当 利子 対 源泉徴 税 軽

減 利子 場合 0%  

○ ン 居 法人 支払う利子 源泉徴 税  

○海外 赴任者 対 個人所得優遇税制 30％ ン  

○物品輸入時 VAT繰延 制度：輸入 時 VAT納付 要 

 

 特 要 考え ン ン 引い 税制措置 水 的

ン Horizontal Monitoring い 概要  

 

前税務裁定制度(Advance Tax Ruling) 前価格合意 Advance Price Agreement  

前税務裁定 ATR 前価格合意 APA 外資誘致 確実 税務

状況 前 把握 う 創 制度 あ 前価格合意 APA ン

居 会社 国外会社 あ い 供給

物品 価 移転価格 い 税務 妥当性 前合意 あ

ン 源泉徴 い 持 株会社 多 設立 い APA

移転価格 い 前 企業 税務署 間 合意 利益や ン等 決定

企業 課税 確実性 回避 能  

                                                        
33 い 国税 優遇措置 あ  
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前税務裁定 ATR 資本参加免税 適用 否や利益配 国際的 企業組織

特 税務 い 経 引 前 合意 あ ATR 第一

確 回避 あ 的 納税 備 指摘 罰金 支払う必要 あ

ATR 回避 能 第 前協議 協議 手 的

簡便 あ 第 納税 ン ン 引 出来

第四 等 基準 審査 う ATR 運用 統一基準 基 い 行わ

い 全 企業 解釈 適用 公 性 確保 APA ATR

個 あ 時 前審査 行わ 訳 い  

特定企業 誘致 ATR や APA 用い 個 税制面 優遇 いう

行わ 主 目的 課税 関 測 能性 向 あ  

 

資本参加免税制度 Participation Exemption  

資本参加免税制度 主 特徴  

資本参加免税 一定 要件 満 所 株式 持 生 配当 譲渡益等 所

得 い 法人税 免除 税制 あ 1969 法人所得税法 Corporate Income Tax 

Act 要 規定 あ 資本参加免税制度 ン あ

法人所得 対 課税 度 限 いう考え方 あ 企業 参

加 Participation 得 所得 免税 参加 い う 原則

5％ 出資 い 否 定 株式保 投資 い

場合 34
5％ 出資 いう要件 資本参加免税 適用 能 あ

投資 目的 株式保 あ 断 場合 次 条件

当 資本参加免税 適用 能 あ  

 

– 動的 持株自体 税率 10％ 課税対象 あ 場合 

– 子会社 総資産 う 課税率 10％未満 投資 占 割合

50％未満 あ 場合 

 

税制 ン 持株会社 通 各国 投資 税金 軽減

特 EU 投資資金効率 高 用 あ ン 欧州本社 多数設立

主 役割 果 い  

資本参加免税制度 例示 行 表 II-1 あ M BV 親会社 Mother BV

限会社 あ D BV 子会社 Daughter BV あ M BV D BV 株式 5％

保 い 資本参加免税 適用対象 M BV 所得 D BV 配

当 含 150 D BV 配当 法人税 全 免除 課税所

                                                        
34 通常 資産運用 運用益獲得 目的 株式保 い限 動機 ：motive test

投資 い 動機 数々 ン 例 基 い 基

準 い  
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得 50  

ン い 資本参加免税 適用 例え

親会社 子会社 株式 簿価 100 保 150 売却 場合

ン あ 50 免税 一方 75 売却 場合 25 生

場合 逆 損失 計 出来 ン 課

税 一方 適格 清算損失 外 除 い  

 

図表 II-1 資本参加免税の例示 

 

 

税務連結体制度 Fiscal Unity  

95％ 議決権 利益 権利 持 い 場合 相互 要 基 い 複数 企業

単一 課税主体 制度 税務連結体制度 Fiscal Unity あ 税務連結体制

度 用い 利 損益 相殺 出来 あ 損失 あ 企業

利益 あ 企業 混在 い 場合 単一 納税者

損益 相殺 出来 全体 利益 あ 場合 課税

外 企業 ン ン 抑制 や 引

視化 利 者 い 償却資産 移転 い 課税

い 移転価格 適用 い 資本参加免税 要件 5% 出資

単体 企業 条件 満 条件 満

い 場合 資本参加免税 適用対象 能性 あ う 連結納税制度

国 入 い ン 特徴 い 範 幅広い あ  

例え 自動車 場合 関連会社 部品 販売 行 い 会社 あ

企業 関連会社 部品 販売 場合 利益 相殺

生 所得 課税対象 い 全体 単一 納税主体

課税対象 最終的 利益 移転価格 関 文書等 準備 必要

い 務 担 軽減  

M BV

D BV

資本参加配当 100

所得 配当含 150

課税所得 50
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ン 制度 

ン 制度 R&D 進 目的 入 制度 あ

ン 制度 利用 当 案件 い 適用 申請 行

い 自社開 R&D
35 あ 証明 ン 経 省 行

う必要 あ WBSO 定 ン 法人税率 25％ WBSO 定

無形資産 生 純利益 い 実効税率 5% 軽減税率  

法人税 申告書 ン 割 当 利益 80% 免税

いう形 適用 課税対象 20％ 対 標準法人税率 25％

乗 実効税率 5％ 得 無形資産 開 経費や損失 標準法

人税率 25％ 課税対象 除 能 あ ン 開 経費

や損失 差 引い 適用 2010 ン 割 当

能 対象金 限 利益 適格 無形資産 得

あ 証明 必要 あ ン 税務当局 前 意 Advance Tax 

Ruling 勧 い  

 

図表 II-2 イノ シ ンボ ス適用計算例 

単 ：  

 
資料 NFIA 

                                                        
35 社(者) 開 無形資産 ン 納税企業 責任 担 開 や

既 特許 あ 自社 開 い ン

対象 英国 ン 税制 得 知的 産 生 益 い 対象

現地 ン ン 府 英国 ン い 解釈 幅 広

考え い  

計算例： ベ ン V  社 ― ベ ン 利用
前年度 った、無形資産 開発費用 500,000 ％課税 対象額 全額控除可能
初年度 年間損失 申告収入総額 うち 定 た

額  200,000 ％課税 対象額 全額控除可能

税率 ％ 課税対象額 控除 総額 そ
後 納税申告 使用 基礎控除持ち分 700,000

 年目 年間利益 1 300,000 全額 ％ 課税

持ち分 残高 400,000

 年目 年間利益 1 500,000

そ うち：

400,000 ％ 課税分 2

100,000 ％ 課税分
 年目 年間利益 700,000 全額 ％ 課税

実効税率 計算：

無形資産 っ 得 た純利益総額 3 800,000

総納税額 4 40,000

実効税率  ÷ 5%

         
 × ％  × ％

 総収入額 損失 た 利益 うち、 ベ ン 割 当 可能 あ し 、事前 ン 税務当
局 同意した額 例えば総額 ％

 税率 ％ 課税対象総額 ＝   、先 た控除額
同額
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現地調査 ン 進出 い 日本企業 ン

制度 利用 い 僅 あ ン 制度 活用

日本 ン 当 日本 利益 戻 い 恐 い

あ  

 

研究開 税制 

WBSO 術的 科学的研究 新 術 用い 製品 生産

開 新 術 用い 開 い 研究開 税制 税

除 適用  

R&D 除 賃金税 社会保険料 除 いう形 2014 場合 原則

1 暦 当 R&D 要員 関 賃金源泉徴 税企業納付総 う 最初

200,000 38％ 超え 部 14％ 除  

各 度 最大 除 1企業あ 14百万 あ  

新規 業 いわゆ ･ R&D 除 1暦 当

R&D 賃金源泉徴 税企業納付総 う 最初 200,000 50％ 除

部 14％ 除 最大 除 1企業あ 14百万

い  

OECD(2012), ‘Science, Technology and Industry Outlook 2012’ ン 研

究開 税制 製造業 開 適用

張 い  

 

個人所得税 30％ ン  

本措置 30％ ン 個人所得税 対象 い ン 企業 海外

専門的 術的人材 採用 資 企業優遇税制

 

用主 総報酬 30% 個人所得税法 非課税手当 支給

ン い 人材 確保 用 い  

○適用対象 報酬 や ン 臨時あ い 変動

給付金等 含 職金 金 含 い  

○ 用主 当 赴任者 ン 労働市場 見 い 見

い 特 能や知識 持 い 立証 次 最 課税賃金 満

い 制度適用 要件  

   最 所得 50,000 一般要件  

   最 所得 38,007 30歳未満 修士MSc 博士 PhD 場合  

    最 所得要件 科学者 研究者 場合  

○当 赴任者 ン 国外 用 従業員 あ  
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○ 用主 ン 賃金税源泉徴 義務者 あ  

○ 非課税手当 最長 8 間 96 間 適用 開始 5 経

過 時 税務当局 用主 対 当 赴任者 適用条件 満

い 証明 う要請 あ  

 

図表 II-3 30％ ン の適用例 

単 ：  

 

資料 NFIA 

 

  

% ン 適
用 場合

% ン 適
用 い場合

税引 前所得 100,000 100,000

％ ン 非課税分 30,000

課税所得 ) 70,000 100,000

最初 €  対し  － 所得税 ％ 社会保険料 7,268 7,268

次  €  ～ €  対し  － 所得税 ％ 社会保

険料
5,761 5,761

次  €  ～ €  対し  －所得税 ％ 9,503 9,503

次  €  を越えた分 対し  － 所得税 ％ 7,285 22,885

税金 社会保険料 支払合計 ) 29,817 45,417

純所得 ＝ ) 70,183 54,583
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参考 ン 個人所得税 

2001 降 課税所得 対 課税  

1 課税所得 

給 金 業 入 宅所 対象 課税 2014 時 う 段

階 進課税 採用 い  

 

図表 II-4 所得階層別税率 

単 ： ％ 

  税率 

 19,645 5.10 

19,646 33,363 10.85 

33,364 55,991 42.00 

55,992  52.00 

 

最初 2 段階 税率 う 65 歳未満 場合 31.15％ 65 歳 場合

13.25％ 一般老齢 金 特 療保険 遺族 金 対 社会保険料  

 

2 課税所得 

行 株式 ％ 所 場合 生 配当 譲渡益 対 課税

関連 株式譲渡損失や利子等 費用 除 2014 時 税率 段

階 進税率 設定 25 万 22％ 超え 25％

い  

 

3 課税所得 

銀行預金 高 投資目的 動産 外 株式 個人 資産 対象 間 均

純資産 ％ 課税所得 債等 除や基礎 除 い

税率 30％ 固定税率 採用 い  

 

 

水 的 ン Horizontal Monitoring  

ン 2005 水 的 ン 制度 入 い 水 的

ン Horizontal Monitoring 対 伝統的 ン 垂直的 ン

Vertical Monitoring 呼 伝統的 方法 企業活動 過去 遡

基本 納税者 税務署 対 納税申告書 提出 申告書

確性 い 税務調査 う 税務調査 税務状況 確実性 高

税務調査 時間 要 過去 納税 い 透明 状態 長期間 わ

能性 あ 例え 金融業 納税 い 水 的 ン 入前

納税課 金融検査課 大企業 等 数 前 引 い 審査
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行 い 時間 経過 う 確 実関 把握 非常 難

 

一方水 的 ン 企業 税務当局 間 相互 信 や理解 透明性

基礎 税務 督形態 あ 水 的 ン 企業

ン ワ 税務 管理 部統制 枠組 税務 ン

ン 向 利用 い 制度 企業 税務 関 部統制 組

信 立 い 制度 あ 制度 利用 あ 企業

税務署 ン ン 契約 締結 自社 部統制 効性 示 相互 情

報交換 義務付 い 部統制 全 利益 報告 い 必要

あ 情報 い 税務当局 い 照合

実態 税務当局 う 情報 照合 多 い  

水 的 ン 利 第一 税務状況 い 迅 把握 能

あ 伝統的 垂直的 ン 場合 経 活動 税務調査

水 的 ン 場合 的 税務調査 確実性 減

出来 第 利 行 担 費用 削減 あ 世界中 税 組 複雑

制度 乱用 企業 あ 中 対策 世界中 課

税 厳格化 結果 徴税 伴う行 担 大 い 水 的

ン 徴税 伴う行 担 軽減 効果 あ  

一方 水 的 ン 適用 厳格 部統制

整備 必要 適用対象 大企業 偏 中 企業 適用 難 い いう課

あ 府 中 企業 水 的 ン 活用 う い 方針

あ ン 企業 税務当局 関 性 水 的 あ 中 企

業 あ 税務当局 接触 容易 あ  

水 的 ン 全 税目 対象 一般的 あ 自

信 い企業 賃金税 等 対象 能 あ

例え 個人 所得税 い 対象 被用者 繁 海外 駐在 う 職員 あ

税 申告 繁 行う必要 あ 水 的 ン 適用 い 職員

海外 駐在 個 対応 必要 あ ン う

状況 い 所得税 い 水 的 ン

適用 い あ 賃金税 水 的 ン 比較的 簡素

適用 能 あ 10 駐在員 い 場合 利用 い  
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3 企業を対象とした租税支出 36
 

企業 対象 租税支出 全体像 

企業 対 税制 優遇策 各種租税制度 軽減 免除 除 特 措置

各国 行わ 租税支出 tax expenditure 総称 37 租税支出

隠 補助金 隠 歳出 呼 あ  

 ン 租税措置 ン 語 belastinguitgaven 法 定 従

行わ 税 喪失や税 府 支出 考え 税法

企 租税制度 一線 画 定義 い 租税 優遇

一種 補助金 税 減少又 税 繰 延 いう形式 府 支出

表現 ン 租税措置 策実行 手段 助 金

特 付 一般的 用い  

ン 租税支出 状況 見 前 各国 租税支出 対 GDP 比

国際比較 通 ン 特徴 押 え  

OECD 2010 ン 租税支出 対 GDP 比 2%程度 い

諸外国 比 い水準 あ 特 欧米諸国 0.7% あ

除 約 7.0% ン 約 4.6% 約 6.0% 約

12.8% い 比較 ン い水準 い

統計 ン 租税支出 用い 企業支援策 国 比較 あ 行わ

い い いう  

ン 租税支出 訳 特 産業振興支援 研究開 支援 特定

産業支援 対 GDP比割合 国 比較 やや高い水準 あ  

 

 

                                                        
36 本節 OECD 2010 ”Tax Expenditures in OECD Countries” 総務省行 評価局 2013 ン

租税特 措置等 策評価 策効果 把握 析手法等 関 調査研究報告書

参照 い  
37 国 租税特 措置 租税支出 一種 置付 国 租税特 措置 主 企

業対象 い 対 諸外国 租税支出 家計対象 広 含 国 租税特

措置 広い概念 い 本報告書 便宜 租税支出 租税特 措置 策減

税 義 扱う 近 IMF や OECD ン 公表

租税支出 定義 斂 い 考え  
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図表 II-5 租税支出の国際比較 

 

 
出所：OECD (2010) Tax Expenditures in OECD Countries 

注：本表 所得税 個人所得税 法人所得税 含 い  

  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

2004 2006 2006 2006 2008 2006 2008

イ 韓国 ン ス イン イ ス アメ

所得税以外

給付つ 税額控除

資本所得税

所得税

租税支出対GDP比：％

イ 韓国 ン ス イン イ ス アメ

2004 2006 2006 2006 2008 2006 2008

所得税 Income Tax) 5.16 0.26 1.75 1.06 1.41 4.90 5.21

一般減税 General Tax Relief 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00

所得 失業者 Low-Income Non-Work Related 0.02 0.00 0.03 0.00 0.04 0.09 0.11

職者 Retirement 1.68 0.00 0.02 0.06 0.17 2.32 1.02

用 Work Related 0.39 0.03 0.03 0.06 0.01 0.15 0.07

教育 Education 0.12 0.00 0.12 0.06 0.00 0.00 0.13

医療 Health 0.27 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 1.05

宅 Housing 0.20 0.18 0.05 0.05 0.41 1.20 1.05

産業振興 General Business Incentives 0.41 0.00 0.68 0.48 0.52 0.77 0.41

研究開発 R&D 0.24 0.00 0.15 0.07 0.03 0.04 0.09

特定産業 Specific Industry Relief 0.05 0.01 0.18 0.18 0.04 0.11 0.23

政府間関 Intergovernmental Relations 1.55 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63

寄付 Charity 0.21 0.00 0.13 0.09 0.02 0.09 0.33

そ Other 0.02 0.00 0.02 0.01 0.17 0.12 0.09

資本所得税 Capital Income Taxation 0.62 0.04 0.00 0.00 0.16 3.07 0.70

加 償却 Accelerated Depreciation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0.35

金利 Interest 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01

配当 Dividends 0.27 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

ン Capital Gains 0.35 0.00 0.00 0.00 0.16 1.65 0.33

給付つ 税額控除 Make Work Pay Provisions 0.01 0.00 0.01 0.04 0.74 0.35 0.06

所得税以外 Non-Income Tax Related 1.16 0.45 0.72 0.90 2.25 4.47 0.00

合計 Total 6.94 0.74 2.48 2.00 4.55 12.79 5.97
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ン 租税支出 

1) 租税措置 租税支出 

ン 1990 中 降 急 租税支出 増加 体的 企業

進出や 用 大 進 法人 研究開 進 公衆衛生 向 環境や

開 輸出手段 進歩 策目的 据え 国民や法人 租税面 経 的 ン

ン え あ  

2009 度 2013 度 過去 5 間 租税措置 規模 減 示

表 II-6 あ ン 法人及 個人 業主向 租税措置 大

2013 度 140億 近い規模 い  

 

図表II-6 2008年 2013年 ける法人及び個人事業種を対象とした直接税及び間接

税 る租税措置の年間予算 年間減収額 百万 ロ 38 

 

出所： ン 務省 脚注参照 様  

  

  

                                                        
38 ン 府 間 算情報 作 各 出所 通  

替 2013 間 均 TTM 131.68 / 使用  

2009 ：http://www.rijksbegroting.nl/2011/voorbereiding/miljoenennota,kst148338_15.html 

2010 ：http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorbereiding/miljoenennota,kst160028_14.html 

2011 ：http://www.rijksbegroting.nl/2013/voorbereiding/miljoenennota,kst173802_14.html 

2012,13 ：http://www.rijksbegroting.nl/2014/voorbereiding/miljoenennota,kst186728_14.html 

租税措置 種類 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2013

換算
百万

直接税
 給 所得課税、法人所得

課税、 ン課税

3,657 4,527 4,794 5,052 4,731 5,134 676,045

訳

全般 関す 措置 2,233 2,605 2,480 2,699 2,702 2,758 363,173

投資全般 関す 措置 408 576 660 687 598 907 119,434

環境及び省エ 関連 投資 198 197 299 260 244 285 37,529

用主向 措置 818 1,149 1,350 1,406 1,217 1,179 155,251

間接税
付加価値税、エ

税、物品税、自動車税等

5,277 6,650 6,834 7,219 7,978 8,661 1,140,480

訳

エ 税 関す 措置 177 112 117 171 111 142 18,699

廃棄物税 関す 措置 － – 20 20 – – –

付加価値税 – 税率 引 3,659 3,429 3,582 3,756 3,686 4,392 578,339

付加価値税 – 免税措置 493 485 492 512 511 557 73,346

付加価値税 – 特別措置 121 121 133 150 140 143 18,830

物品税 関す 措置 407 1,933 2,018 2,087 2,885 2,704 356,063

自動車取得税 関す 措置 33 54 79 73 65 66 8,691

自動車保有税 関す 措置 154 208 264 321 447 518 68,210

流通税 関す 措置 233 308 129 129 133 138 18,172

合計 8,934 11,177 11,628 12,271 12,709 13,795 1,816,526
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直接税 間接税 訳 示 表 II-7 表 II-8 あ

直接税 個人 業主向 研究開 進 WBSO 等 大 間接税 交通

産業や労働 約型 対 付加価値 税率軽減 目立  

 

図表 II-7 法人及び個人事業主を対象とした直接税 る租税措置の年間予算 年間減収

額 内訳 百万 ロ  

 

出所： ン 務省 

 

  

租税措置 種類 2008 2009 2010 2011 2012 2013

負担軽減を図 た 措置 2,839 3,378 3,444 3,646 3,514 3,955

全般 関す 措置 2,233 2,605 2,486 2,699 2,702 2,758

個人事業主向 減税措置 1,300 1,475 1,469 1,666 1,654 1,706

個人事業主向 追加減税措置 67 95 95 101 104 108

開業時 労働力 足 関す 減税措置 13 2 2 1 2 2

年金積立 関す 個人事業主向 減税措置
FOR

222 224 75 60 58 57

個人事業主 配偶者 税額措置 11 9 8 8 9 8

事業閉鎖 関す 減税措置 15 14 14 17 19 19

清算時所得 課税 繰 延 措置 143 185 196 204 214 214

事業承継 関す 優遇措置 150 150 185 189 193 197

大口株主 対す 課税 繰 延 措置 38 89 90 92 92 94

農業分 所得税 免除措置 274 362 352 361 357 353

投資全般 関す 措置 408 576 660 687 598 907

少額投資 関す 減税措置 323 267 343 369 366 371

新規事業開始時 設備 任意償却措置 9 8 8 8 8 8

船舶 関す 任意償却措置 3 3 3 4 4 4

船舶業 所得 対す 優遇措置 71 73 81 81 82 84

新規事業開始時 研究開発 関す 減税
措置

2 3 4 6 8 8

法人 投資資産 関す 任意償却措置 – 222 221 219 – 57

研究開発を行った場合 特別控除 RDA – – – – 130 375

環境及び省エ 関連 投資 198 197 299 260 244 285

環境配慮型 資産 関す 任意償却措置
VAMIL

23 35 52 36 33 24

エ 効率 高い投資を 進す 減税措置
EIA

116 88 115 144 96 151

環境配慮型 資産 関す 減税措置 MIA 50 65 123 71 76 101

林業 関す 減税措置 1 1 1 1 31 1

森林及び自然環境保護 関す 減税措置 8 8 8 8 8 8

人件費負担 軽減を図 た 措置 818 1,149 1,350 1,406 1,217 1,179

用主向 措置 818 1,149 1,350 1,406 1,217 1,179

教育訓練 関す 給 所得税 減税措置 291 348 377 389 382 383

海 輸 業 関す 人件費 減税措置 82 100 105 102 106 106

研究開発活動 進 た 給 所得税 対す
減税措置 WBSO

445 701 868 915 729 690

合計 3,657 4,527 4,794 5,052 4,731 5,134
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図表 II-8 法人及び個人事業主を対象とした間接税 る租税措置の年間予算 年間減収

額 内訳 百万 ロ  

 

出所： ン 務省 

租税措置 種類 2008 2009 2010 2011 2012 2013

エ 税 関す 措置 177 112 117 171 111 142

温室を使った農業 対す 関税 軽減措置 166 86 83 134 68 94

教会建築 対す 税額還付措置 5 6 7 7 7 8

非営利事業 対す 税額還付措置 6 20 19 22 28 34

エ 大口利用者 対す 免税措置 – – 8 8 8 7

廃棄物税 関す 措置 – – 20 20 – –

既設 埋立地を浄化した場合 廃棄物税
優遇措置

– – 20 20 – –

付加価値税  – 税率 引 3,659 3,429 3,582 3,756 3,686 4,392

書籍、雑 、新聞 関す 税率引 537 483 477 476 463 515

図書館、博物館 関す 税率引 107 107 115 105 111 124

見本市、 園地、 試合及び
施設 関す 税率引

120 127 131 112 122 143

サ 、映画、劇場、 ンサ 関す 税率
引

130 144 147 74 125 180

園芸 関す 税率引 196 192 206 205 203 222

労働 約型サ 関す 税率引 395 360 468 580 379 618

公共交通機関等 旅客用輸 手段 関す 税
率引

707 656 681 769 840 960

ン 場等 宿泊施設 関す 税率引 243 221 223 230 236 260

外食産業及び食事 出し業 ン
関す 税率引

1,224 1,139 1,134 1,205 1,207 1,371

付加価値税  – 免税措置 493 485 492 512 511 557

対す 免税措置 66 65 66 67 73 79

郵便事業 対す 免税措置 202 199 207 202 169 177

労働組合、 用主団体、政治 、教会
対す 免税措置

96 98 98 108 119 133

資金 調 活動 対す 免税措置 129 123 121 136 150 167

付加価値税  – 特別措置 121 121 133 150 140 143

新規事業 取 組 中小法人向 特別措置 89 95 100 110 120 123

農業向 特別措置 32 26 33 40 20 19

物品税 関す 措置 407 1,933 2,018 2,087 2,885 2,704

零細 製造会社 対す 税率引 1 1 1 1 1 1

製油所 対す 免税措置 42 – – – – –

共同利用海域 免税措置 110 802 878 918 832 798

飛行機 対す 免税措置 133 922 917 958 1839 1,905

や車両 搬具 対す 特別税率 120 208 222 210 213 –

自動車取得税 関す 措置 33 54 79 73 65 66

救急車 税金還付措置 0 4 2 2 3 2

税金還付措置 33 50 65 70 61 63

燃費車 拡張優遇措置 – – 12 – – –

ロ6 規制を した 車 優

遇措置
– – – 1 1 1

自動車保有税 関す 措置 154 208 264 321 447 518

液化天然 を使用す 公共 対す 免税
措置

0 0 0 0 0 0

25年又 30年以 使用し い 自動車 対す

免税措置
102 141 153 158 198 207

対す 免税措置 42 46 52 50 52 54

清掃事業 対す 免税措置 1 1 1 1 1 1

路建設業 対す 免税措置 0 0 0 0 0 0

救急車 対す 免税措置 2 2 2 2 2 3

エ 効率 高い自動車 対す 免税措
置

5 16 53 108 190 250

そ 免税措置 2 2 2 2 3 3

EU域 を通行す 貨物車 対す 措置

Eurovignet 呼ば 課税制度
0 0 0 0 0 0

国際 業 対す 税金還付制度 0 0 0 0 0 0

流通税 関す 措置 233 308 129 129 133 138

親族 会社持分 譲渡 対す 流通税
免税措置

21 19 16 16 15 16

都市構造再編 関す 免税措置 8 28 15 4 0 2

土地開発 関す 免税措置 1 1 1 1 1 1
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2) 租税措置 訳 

 ン 租税措置 策目的 税目 割合 示 表 II-9

表 II-10 あ  

特徴 第一 各産業 向 策向 租税措置 6 割 最 大

割合 占 い 第 起業 進 関 策対象 租税措置 2 番目 多い

指摘 特 第 新 企業移転等 積極的

進 ン 府 姿勢 窺う  

 

図表 II-9 租税措置の政策目的別割合 2012年度  

 

出所：総務省行 評価局 2013 ン 租税特 措置等 策評価

策効果 把握 析手法等 関 調査研究報告書  

 

租税措置 税目 割合 付加価値税 36% 最 多 占 い

法人所得税 全体 3割 占 い  

 

図表 II-10 租税措置全体 占める税目別割合 2012年度  

 

出所：総務省行 評価局 2013 ン 租税特 措置等 策評価

策効果 把握 析手法等 関 調査研究報告書  

64% 21% 9%

3% 3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

各産業 向 政策 起業 進 関す 政策

ベ ン／研究開発 関す 政策 エ ／環境 関す 政策

そ

36% 30% 16% 11% 4%

1%

1% 1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

付加価値税 法人 所得税 物品税 給 所得税

自動車保有税 エ 税 流通税 自動車取得税
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租税措置 評価 

1) ン 策評価制度 概要 

ン 1990 降 務省 所管 策評価 本格的 組

策評価 関 規定 務省 設定 権限 RPE Regulation on 

Performance Date and Evaluation Studies central Government 規定

い RPE 策評価 効果 や 効率性 い 用語 定義

行い 効果や効率性 確 測定方法 定 ン 策定 い

 

ン 前評価 評価 2 種類 策評価制度 敷い い 前評価

新規 策要望 提出 際 策手段 租税措置 含 必要性及 効性

等 対 行わ 一方 評価 策 租税措置 含 実施 効果等

関 少 7 1度行わ 評価結果 公表  

策評価 各 策領域 担当大臣 責任 う い 租税措置 評価

務大臣 共 責任 う い  

 

2) 租税措置 策評価 

 租税措置 関 策評価 策評価 様 示 策評価制度 基

前評価 評価 行わ  

租税措置 評価 租税措置 源 失わ 企業 個

人 租税支出 行わ う 効果 あ 検討 支出 検証

行う  

 う 租税措置 策評価 関 ン 府 務省 2001 租税措置 新

規 入 延長 際 実行 能性 適 性 測 置

ワ 公表 6 確 項目 設定 租税措置 新規 入 延

長 あ 6 項目 満 場合 租税措置 新規 入 延長

い い  

 

1. 明確 問 提起 い  

– 市場や市民団体 府 問 解決 い  

2. 策 目的 明確  

– 策 目標 明確 あ Specific 測定 能 あ Measurable 能

あ Achievable 現実的 あ Realistic 時間依 性 Time-dependent い

う SMART基準 満  

3. 経 的 入 必要 いう い 説明  

– 非経 的 入 法 規制 経 的 入 必要  

4. 恩 付 課税強化 好 い 説明  
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– 経 的 入 課税強化 恩 付 必要  

5. 租税 軽減 措置 方 助 金 交付 好 い 説明  

– 特 措置 対象者 将来的 増加 度合い 実現 能性 制御性 執行 能性

費用対効果 易性 既 租税制度 適合性 算 制御性 い

定 的 検討 い  

6. 租税措置 関 適 評価活動 実施 状況 あ  

– 評価活動 い 鍵 要素 何 定基準及 評価手法 用い 評

価活動 程度 度 行わ 定 い 説明 

 

ン う 厳格 前 評価制度 敷 い 面 税務

項 い 前 税務当局 見解 得 機会 前税務裁定：Advance Tax Ruling あ

企業 設立 及 投資 行う 利 場所 ン 挙 理由

1 い  

 

租税措置 評価 例 

1) 評価 例 概要 

 租税措置 対 評価 例 2 例 紹 前述 う

ン 策評価 前評価 評価 行わ い

評価 行 い 例  

実際 前評価 評価 混合評価 行 い 例 あ 特 定 租税

措置 入前 難 い 理由 前述 策 新規 入

延長 際 6 項目や 含 SMART 基準 策定 行わ 租

税措置 入 結果的 一定 留保 い 評価 実施 い 例

少 い 様々 留保 評価作業 行 い 状況 う わ

評価手法 確立 い い側面 垣間  

前評価 評価 実施主体 情報開示 状況 異 い 多

前評価 ン 府 部 実施 関連情報 未公表 あ 場合 多い 一方

評価 場合 府 委 外部機関 実施 多 関連情報

い 比較的容易 ン や出版物 入手 能 い  

実際 評価 作業 評価実施機関 加え 担当省庁 部門職員や 識者

構 評価委員会 進 主 評価 妥当性 検証 行わ

 

評価 行う時間的間隔 少 7 1 回 実施 定 い

実際 約 5 1回程度 間隔 実施 多い う あ  

評価作業 最 評価 最終 果物 作 議会 提出

評価 主 項目 評価対象 租税措置 概要 目的 評価実
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施機関 評価方法 主要評価指標 当 租税措置 果や 効性 効率性 評価結果

盛 込  

 研究開 進 給 所得税 対 減税措置 WBSO

効率 高い投資 進 減税措置 EIA 評価 い  

 

2) 租税措置 評価 例 

a. 研究開 進 給 所得税 対 減税措置 WBSO 評価 2012
39

 

 本租税措置 い  

概要  WBSO 減税 術的 科学的研究 新 術 用い 製品や生産

開 研究開 活動 従 者 賃金税 社会保険料 除

組 1994 実施 い  

 2010 研究開 要員 対 賃金源泉徴 税企業納付総 う

最初 22 万 50% 部 14% 除

最大 除 14 百万 い

新規 業 研究開 い 最初 22 万

64％ 除 い 40
 

 個人 業主向 減税措置 間 500 時間 研究開 従

い 条件 所得税 い 12,031 定 除

い 新規 業 場合 追加 6,017 除  

目的  民間 研究開 費 増加  

 立地 ン 魅力 向  

 法人 流動性 進及 研究開 人材 保持 法人 流動

性 向 自国 研究開 力 保持  

案機関 経 省及 務省 

実施機関 主

役割 

 NL ン 41
 

 応募者 申請書及 関 提案書 確 租

税措置 適用範 い 全 適用 部 的適用 適用

断 行う 

 税務当局 

 税務申告書 い 減税 適 計算 い 及 適用

決定 容 適合 い 行う 

                                                        
39 本 例 本文 脚注 含 EIM 評価 EIM 2012 Evaluatie WBSO 2006-2010: 

Effecten, doelgroepbereil en uitvoering. 及 総務省行 評価局 2013 ン 租税特 措置

等 策評価 策効果 把握 析手法等 関 調査研究報告書 参照 い  
40 2013 降 研究開 要員 対 賃金源泉徴 税企業納付総 う 最初 20万

38% 新規 業 場合 50% 超え 部 14% 除 最大 除 14百

万 い  
41 経 省 一部門 各種行 手 執行 行う機関  
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 評価 い  

実施機関 EIM 策調査 専門 民間機関  

評価方法  評価作業 主 定 的 析 計 経 析 補完

定性的 析 実施 い  

使用

 

 析 際 主 一般的 法人 生産統計 務調

統計 ン 統計局提供 研究開 及 術革新

い 調査結果や欧州全域 術革新 関 調査結果 EIM

中 法人 研究開 活動 使用 い  

 研究開 最新動向把握 民間 研究開 費 対 租

税措置 効性 関 国 外 研究機関等 文献等 調査 実

施 い  

WBSO

果 主要評

価指標 

 

一次的効果：WBSO 減税 金 研究開 費 増や

法人 増加  

次的効果：WBSO 減税 法人 術革新 進

WBSO 適用部門 部門 知識 流入 いう波及効果

 

次的効果：WBSO 減税 企業 業績 体的

労働者 1人あ 目付加価値  

評価結果 

 

 租税措置 効果 測定 場合 租税措置 適用 い 適用

い い 比較 方法 望 い 本租税措置 適用企業

数 大幅 増加 い 42関 非適用 比較対象

設計 析 難 い 結果 外的要因 基 影響 排除

租税措置 効性 い 結論 出

い  

 前 SMART 基準 定 的 策目標 定 い

策目標 無 関 結論 得 い い 

 

留保 示 評価 本租税措置 効果

指摘 い  

一次的効果：WBSO 減税 1 あ 追加 研究開 費

1.55-1.99 見積 い 最 能性 高い

計値 1.77 あ 民間 研究開 費 約

0.77 増加  

次的効果： 術革新 効果 WBSO減税 適応 い

                                                        
42 12,000企業 2006 15,000企業 2010 増加 い 研究開 携わ 従業

員 10人 抱え 企業 う 均 85％ 企業 WBSO減税 適用 い 2009  
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均的 法人 総売 占 新製品や新

売 割合 8.2% 8.6% 増加 43
 

次的効果：WBSO 減税 除 1％増加 労働者 1

人あ 目付加価値 増加 0.13-0.17% 間 見

積  

WBSO

影響 

 WBSO 減税 敷 い 多 企業 ン 研

究開 活動 魅力的 業環境 考え い  

 WBSO 利用 い 法人 士 協力関 構築 いう効果

 

 特 自営業や中 法人 い WBSO 減税 研究開 関

知識 積極的 動 進 副作用 あ  

 

b. 持 能 関連 税 除 EIA 評価 2007
44

 

 本租税措置 い  

概要  対象 資産 省 効果 あ 替 術 投資

行 場合 法人所得税 個人所得税 課税所得 最大 投

資 44% 除 組 1997 実施 い  

 EIA 適用 能 投資 行 業 度 赤 場合 当 除

個人所得税 6 間 法人所得税 9 間繰 越

能 あ 繰 戻 個人所得税 3 間 法人所得税 1 間

 

目的  将来 向 効率 向  

 環境 配慮 賛 法人 中 法人 含 い 省

や再生 能 投資 増加  

案機関 経 省及 務省 

実施機関 主

役割 

 NL ン  

 応募者 申請書及 関 提案書 確 租

税措置 適用範 い 全 適用 部 的適用 適用

断 行う 

 税務当局 

 税務申告書 い 減税 適 計算 い 及 適用決

定 容 適合 い 行う 

                                                        
43 計 経 学 WBSO税 除 1％増加 場合 法人 総売 う 新製品や新 占

割合 0.19% 0.26% 増加 試算 い  
44 本 例 本文 脚注 含 SEO経 研究所 評価 SEO Economic Research 2007 Ex-

post evaluatie Energie Investeringsaftrek. 及 総務省行 評価局 2013 ン 租税特 措

置等 策評価 策効果 把握 析手法等 関 調査研究報告書 参照 い  
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 評価 い  

実施機関 SEO経 研究所 民間 経 ン ン 会社  

評価方法  定 的 析 評価 ン 利用 能 限

い や 策手段 45 影響 排除

補完的 定性的 析 実施 い 46
 

使用

 

 析 際 ン 統計局や農業経 研究所 生産統計

産業 関 や 関

い 当初 定通 十 利用

能 数 限 い  

 定 足 補う 経産省 NL ン 税務

当局及 EIA 申請 14 団体 対 ン 調査 担当省

庁 ワ 行い 得 情報 基 定性

的 析 実施 い  

EIA

果 主要評価

指標 

 

 EIA 間 節約効果 主要評価指標 あ

節約効果 47 いう単 表わ  

 EIA適用対象 48 挙 い 8 術 49 対

象 EIA 効率性 い EIA適用法人 EIA減税 1

あ 節約 数 指標 50 い

う単 表わ  

評価結果 理由 策 目的 程度 明

い い  

 省 術 投資 商業 使用 減少

い 目標 数値 未設定 あ  

 EIA 使用 削減 策及 EU 排出権 引制

度 ETS 相互作用 考慮 個々 策 独立 効果 測定

能 近い 

 EIA 対象 省 投資 商業 使用 減少

                                                        
45 EIA 評価 EIA 実施 い 様 投資 い う 想 EIA適用

者 呼 い 本租税措置 全体 33-60% 占 い

見積 い  
46 租税措置適用者 対 質問項目 租税措置 実施 い 異 行動

い 租税措置 実施 い う 行動 い 将来租税措

置 廃 う 挙 い  
47 10 12乗 熱 単 意味  
48 EIA適用対象 De Energielijst い  

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/de-energielijst 
49 8 術 射 陽 2 ワ 未満

ン 熱電併給 2 ワ ン 熱電併給 風力 熱利

用 燃焼 既 機器や作業過程 省 術設備 あ  
50 10 6乗 熱 単 意味  
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関 析 必要 十 あ  

 前 SMART基準 定 的 策目標 策定 い い
51 設定 目標 比較検討 評価 行う 難 い 

 

留保 示 評価 本租税措置 効果

指摘 い  

 影響 補 EIA 間節約効果 2005

3,230～10,352 見積  

 EIA適用法人 EIA減税 1 あ 節約

数 8 術 各々 異 EIA適用 1 あ

59～6,569 見積 52
 

EIA

影響 

 使用 短期的 社会全体 対 影響 及

効率 向 術 開 EIA 利

用 進 通 長期的 減少

指摘 い  

 

 

4 法人税改革の概要 

前税務裁定 前価格合意 入 2001  

2000 降 主要 法人税改革 流 整理 表 II-11 あ  

2001 大 改革 前税務裁定 ATR 前価格合意 APA 制度変更 あ

前 税務裁定制度 納税者 税務当局 間 個 交 合意 い

国 制度 透明性 対 批 根強  

ン 府 2001 税務裁定制度 前税務裁定 前価格合意 2

再編 整理 税務裁定 扱い 標準化 行  

 

  

                                                        
51 評価者 SMART 基準 EIA 節約効果 評価 い  
52 59 射 術 6,569 熱利用 燃焼 術  
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図表 II-11 2000年代以降の主要 法人税改革の概要 

 
法人税率の改革 

その他の改革 
 税率 

2001   35.0％  税 移転価格 関 前確 制度

実務 専門家

標準化 前 地域 税

務当局 自主 断 基 い

ン 合意 形 法的拘束力

ATR APA 再

編 整理 

2002   法人税率 段階的 引  34.5％  

2005  31.5％  

2006  29.1％  

2007   法人税率 25.5％ 引  

 課税 大 

 一定所得 軽減税率

20％ 入 

25.5％  ン 税制 入 

2010    資本参加免税制度 改 株式保

投資 当 い

限 資本参加免税 適用 能  

2011   法人税率 25.5％ 25％

引  

25.0％  ン 税制

ン 税制 改称 適用税率

10％ 5％ 軽減 対象

研究開 活動 範 充 

出所 現地調査結果 新日本 限責任 査法人編 2011 ン 進出 石

崎靖浩 2010 ン 税務行 税制 概要 Ernst & Young 2007

Dutch Corporate Tax Reform 2007  Tjerkstra 2013 Corporate Effective Tax 

Rates and Tax Reform: Evidence from the Netherlands  University of Groningen

作  

 

2007 法人税改革 

2000 半 法人税率 徐々 引 大 改革 2007

法人税改革 あ 諸国 法人税率 引 課税 大 進 中

ン 法人税改革 遅 気味 う 中 経 活性化 府
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2004 Growth Letter 公表 中 法人税改革 必要性 盛 込

実施 2007 法人税改革 あ  

2007 改革 主要項目 第一 法人税率 引 あ 29.1％ 法

人税率 25.5％ 引 課税所得 25,000 20％ 25,000～

60,000 23.5％ 軽減税率 入 配当源泉税率 25％ 15％

引 第 研究開 進 ン 税制 入

自社開 知的 産 生 所得 い 10％ 法人税率 適用

う ン 税制 適用 限 開 費用 4 倍 所得 規定

第 損失 繰越 及 繰戻 制限 2007 改革 前 損失 繰戻

3 制限 一方 繰越 無制限 行う 能 改革 降 繰戻

1 繰越 9 制限  

2007 法人税改革 及 影響 整理 表 II-12 あ 増 要因

ン 大 い 損失 繰越 繰戻 制限 実物資産

減価償却 制限 あ 課税 大 増 要因 合計 21.15 億

い 一方 減 要因 大 い 法人税率 引 あ 減 要因 合

計 25.40億 あ 2007 改革 4.25億 減

い  

 

図表 II-12 2007年法人税改革 政 及ぼした影響 

100万€ 

増 要因合計 2,115 

損失 繰越 繰戻 制限 720 

実物資産 減価償却 制限 915 

最短償却期間 10 延長 110 

資産 最短償却期間 5 延長 85 

 285 

  

減 要因合計 2,540 

ン 税制 入 300 

所得企業 対 軽減税率 340 

法人税率 25.5％ 引  1,425 

 475 

  

対 影響 -425 

出所 Memorie van Toelichting, Kamerstukken II, Vergaderjaar 2005-2006, 30 572, nr. 3 
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2010 降 改革 

2010 資本参加免税制度 改 投資 当 い限 税制

適用 能 形  

2011 法人税率 25％ 引 あわ ン

税制 ン 税制 改組 対象 研究開 活動 範

充 税率 5％ 軽減  

 

5 EU企業税制との調整 

 

本報告書 Ⅳ  EU 主要国 法人税引 競 動向

多国籍企業等 租税回避策 対応策 参照  

 

6 今後の動向 び各機関の認識 ス ンス 

法人税 い 現地調査 得 各機関 識 ン 整理 表

II-13 あ 前税務裁定や 前価格合意 ン 業活動 確実性 減

意味 多方面 支持 い 資本参加免税 い 企

業 魅力 高い制度 あ 指摘 い  

ン 法人税改革 進諸国 様 法人税率 引 一方 課税

大 形 進展 う 改革 い 経 団体連合 中 企業連合

会 大 い 指摘 い 法人税 企業 立地 決

要素 一 法人税率 引 い 定 い い  
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図表 II-13 法人税 関する各機関の認識 ス ンス 

 

政府 企業 監査法人 研究者等 

 ン 法人税 い 税務連結

体制度 fiscal unitary regime 損失繰越

loss carry over facilities 資本参加免税

participation exemption 企業

魅力 い 務省  

 APA や ATR い

あ 確 回避 罰金

支払わ い 前協議 協議

楽 あ ン ン

い 等 基準 審査

等 あ 全 企業

解釈 適用 務省  

 ン 租税条約 開 途

国 奪 い 指

摘 あ 税理士法

人 調査 依

英国 租税条約 比 決

ン

い わ い いう結論

務省  

 ン 法人税率 比較的 い

10 程度 課税 広

わ 税率 税優遇

伴 減 い 既 一定 税

除 い 企業 う 優遇

失い い 考え 策 開

始 10 程度経過

相当広 い 状況

あ い 大

対 い 経済団体

連合 中小企業連合会  

 資本参加免税 子会社 配当

免税 ATR 立地 決 理

由 い JETRO 日本商工会議

所  

 ATR 役割 通常 的 確定

い費用計 等

初期段階 把握 出来

あ 業 見通 立 や

いう あ JETRO 日本商工

会議所  

 法人所得 20 万 場合 軽減

税率 中 企業 活性化 役立 い

思う 法人税率 引

大 国 行わ い

ン 既 実施

いう理解 あ 法人税率 引

いう 考え い い 税

率 企業 投資 決 際 要

素 い 経済政策分析局  

 BEPS 対策 難 い 思う い い

ン あ G20 対

策 意味 い い い

逃 あ 経済政策分析局  

 ン 税 様々 い

税務当局 接触 相談 府

企業 水 的 関 築い い

Ernst & Young  
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